
 

 
 

越 前 市 国 際 交 流 協 会 会 則 
 
（名 称） 
第１条  この会は、越前市国際交流協会（以下「協会」という。）と称する。 
 
（事務所） 
第２条  協会の事務所を、越前市府中 1－2－3 センチュリープラザ 2 階内に置く。 
 
（目 的） 
第３条  協会は、幅広い市民の参加による活力にあふれた多文化共生を促進する事業や国

際交流活動を実施することにより、国際性豊かな人材育成を図るとともに相互理解、友

好親善、国際平和の促進に寄与することを目的とする。 
 
（事 業） 
第４条  協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
（１）多文化共生に関する各種行事の企画および実施 
（２）国際交流に関する各種行事の企画および実施 
（３）越前市ならびに諸外国の情報・資料の収集および提供 
（４）諸外国との友好交流に関する事業 
（５）国際交流関係団体との協力および国際交流関係団体活動の振興 
（６）多文化共生・国際理解に関する研修の実施 
（７）多文化共生・国際理解に関する調査および研究 
（８）他の団体とも連携し多文化共生を目指す事業 
（９）その他目的達成に必要な事業 
 
（会 員） 
第５条  協会の会員は、協会の目的に賛同し、入会を希望する団体または法人および個人

とする。 
 
（役 員） 
第６条 協会に次の役員を置く。 
（１）会長        １名 
（２）副会長      若干名 
（３）理事     若干名 
（４）監事        ２名       
２ 協会に名誉会長、顧問および参与を置くことができる。 
 
（役員の選任） 
第７条  
１ 会長及び副会長は、理事の中から互選し、総会で承認を得る。 
２ 理事および監事は、総会で選任する。 
３ 名誉会長は、越前市長をもって充てる。顧問および参与は、会長が推薦し、総会の承

認を得る。 
 
（役員の職務） 
第８条  
１ 会長は、協会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 



 

 
 

３ 監事は、協会の会計および事業を監査する。 
４ 理事は、会務全般の運営に参画し、必要な業務遂行にあたる。 
 
（役員の任期） 
第９条   
１ 役員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 
２ この会の役員に就任した者が、法人又は団体の代表者であった場合において、その役

職に異動があったときは、後任者がそれを承継する。 
３ 欠員ある場合、別途会長が任命する。 
４ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 
（会 議） 
第１０条   

１ 協会の会議は、総会、理事会および運営委員会とし、会長が招集する。  
２ 会議の議事は、出席者の過半数により決する。可否同数のときは議長がこれを決定す

る。     
３ 名誉会長、顧問および参与は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができ

る。 
 
（総 会） 
第１１条  
１ 総会は会員をもって構成する。 
２ 総会は、毎年１回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に総会を開催す

ることができる。 
３ 総会は次の事項を審議決定する。 
（１）会則の制定および改廃に関すること。 
（２）事業計画および事業報告に関すること。 
（３）予算および決算に関すること。 
（４）役員の選任に関すること。 
（５）その他重要な事項に関すること。 
 
（理事会） 
第１２条  
１ 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。 
２ 理事会は、次の各号に掲げる事項について協議もしくは議決する。 
（１）総会に付議すべき事項に関すること。 
（２）総会の議決した事項の執行に関すること。 
（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 
 
（運営委員） 
第１３条  
１ 協会の運営に関する重要事項について、事業を具体化し円滑に実施し会務を分担する

ため、運営委員を置く。 
２ 運営委員は、会員の中から会長が任免する。 
３ 運営委員の任期は総会までの１年とする。 
 
（運営委員会） 
第１４条  



 

 
 

１ 運営委員会は、会長、運営委員、事務局長をもって構成する。 
２ 運営委員会は次の事項を協議する。 
（１） 理事会に付議すべき事項に関すること。 
（２） 総会及び理事会で協議又は議決した事項の執行に関すること。 
（３）運営委員長の選任に関すること。 
（４）その他理事会の議決を要しない会務の執行に関すること。 
（５）その他会長が必要と認めた事項。 
 
（事務局） 
第１５条   
１ 協会の事務を処理するため、事務局を置く。 
２ 事務局には、協会の事務を処理するため、事務局長及び必要な職員を置く。 
３ 事務局長及び必要な職員は、会長が任免する。 
４ 職員は事務局長の下、事務を遂行する。 
 
（情報などの公開） 
第１６条 
１ 本会の会議はすべて公開を原則とする。 
２ 会員は随時、本会の会議録または活動記録を閲覧することができる。 
３ 会長は、会員から異議ある旨の申し出がある場合、調査し説明を行うものとする。 
 
（会 費） 
第１７条  会費は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）団体または法人    １０，０００円／年 
（２）個人             一口 １，０００円／年 
 
（会 計） 
第１８条  
１ 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 
２ 協会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
（補 則） 
第１９条  この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 
 
  附    則 
１  この会則は、平成３年８月８日から施行する。 
２  協会の設立当初の役員の任期は、第８条第１項の規定にかかわらず、平成５年３月３

１日までとする。 
３  協会の設立初年度の会計年度は、第１３条第２項の規定にかかわらず、設立日から平

成４年３月３１日までとする。 
 
  附    則 
１  この会則は、平成 ７年６月１日から施行する。 
 
  附    則 
１ この会則は、平成１０年４月１日から施行する。 
  附    則 
１  この会則は、平成１２年６月１日から施行する。 

附    則 



 

 
 

１  この会則は、平成１８年４月１日から施行する。 
 附  則 
１ この会則は、平成１９年４月２日から施行する。 
２ 平成１９年度役員の任期は、第８条第１項の規定にかかわらず、平成２０年度総会ま

でとする。 
附  則 

１ この会則は、平成２０年４月２９日から施行する。 
附  則 

１ この会則は、平成２２年５月２日から施行する。 
 


